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令和7年度　高度処理型合併処理浄化槽設置の補助金制度について

水道検針にご協力お願いします

水道の宅内漏水にご注意ください

　町では、汚水処理性能が高く環境への負荷が少ない高度処理型合併処理浄化槽（以下、合併浄化槽という）の設置を促
進するため、合併浄化槽を設置する人に対して設置工事費の一部を補助しています。
　公共下水道等区域外において、自己の居住する住宅に合併浄化槽を設置する人で、単独処理浄化槽やくみ取り式便所か
ら入れ替えなどの場合、次のとおり補助金を交付しますので、ぜひご活用ください。

〇補助金額
　５人槽：360,000円、７人槽：462,000円、10人槽：585,000円
※設置工事費が補助金額を下回る場合は、設置工事費を上限として補助します。
　なお、令和７年度より補助金額を変更しました。ご不明な点などございましたら水道課までお問い合わせください。
※既に合併浄化槽が設置されている家屋の建て替え・増築の場合などは補助対象外となりますのでご注意ください。
　その他にも補助金を受けるための要件がありますので、詳しくは町ホームページをご覧ください。

〇ご注意ください
　最近、皆さまのお宅を訪問し「養老町から依頼されている」「養老町から指定されている」と浄化槽設置を勧める業者
があり、相談やお問い合わせが多く寄せられています。浄化槽設置について、町が業者に勧誘や斡旋を依頼することや特
定の業者を指定することはありませんのでくれぐれもご注意ください。

　毎月20日から末日に水道メーターを検針し、使用量から水道料金などを算出しています。正確かつスムーズに検針を行
えるよう、検針期間中は次のことにご協力ください。

・メーターボックスの上には物や自動車などを置かないでください。
・屋外で飼育しているペットは出入口やメーターから離れた場所に繋いでください。
・草木が生い茂る時期には、メーターボックス周辺の草木は刈りこんでください。
・メーターの数字が確認できるよう、泥などが入り込んでいる場合は清掃をしてください。

　いつもと使用状況が変わっていないのに、使用水量が普段に比べて多い時は、漏水の可能性があります。漏水は、メー
ターを見ることで簡単に調べることができますので、一度ご確認ください。

【漏水確認方法】
　①宅内すべての蛇口を閉めてください。
　②メーターボックスを開けて、メーターのパイロット（銀色の羽根車）を確認してください。
　　・パイロットが回っていない⇒漏水ではありません。
　　・パイロットが回っている⇒どこかで漏水している可能性があります。
◆漏水している場合は、早急に「養老町指定給水装置工事事業者」に連絡
　して修繕を依頼してください。漏水をそのまま放置しておくと、多額の
　水道料金が請求されるだけでなく、様々な事故やトラブルの原因となります。

岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
☎058-268-2569　e-mail: shien-gifu@sunny.ocn.ne.jp

県内にお住まいのひとり親を対象に就業支援講習会受講者を募集します
【募集講座】
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士国家試験対策講座、ケアマネジャー受験対策講座、医療事務・
調剤講座、登録販売者試験対策講座、日商簿記２級・３級講座、MOS資格取得講座、パソコン講座、准看・看護学校な
どの受験対策個別支援（一部通信・オンライン講座あり）
【場　　所】　講座により異なります
【応募資格】　県内にお住まいのひとり親
【受講料金】　無料（テキスト代、検定料などは自己負担となります）
【申込方法】　西濃県事務所福祉課（☎73-1111）へ申請書などを持参または郵送してください
【申込期間】　４月３日（木）～ 21日（月） 岐阜県ひとり親家庭等

就業・自立支援センター
ホームページ

<水道メーターの一例>

パイロット

令和７年度の国民年金保険料について

大垣年金事務所　☎78-5166
住民環境課　　　☎32-1104

　令和７年度の国民年金保険料は、月額 17,510 円です。
令和７年度の学生納付特例受付が始まります
　学生納付特例は所得の少ない学生が、国民年金保険料の納付を先送り (猶予 ) できる制度です。猶予対象者は大学（大
学院）、短大、専門学校などの各種学校に在学する学生などで、本人の前年所得が基準以下（128 万円＋扶養親族数×38
万円＋社会保険料控除など）の人です。※令和７年２月末時点
　学生納付特例制度は、４月から翌年３月までで毎年度申請が必要です。年金番号もしくはマイナンバーがわかるもの、
学生証（有効期限などが記載されているもの）もしくは在学証明書（原本）を持って、住民環境課にて申請してください。
　令和６年度に学生納付特例制度で納付猶予している人で、引き続き在学予定の人には、ハガキ形式の学生納付特例申請
書が日本年金機構より送付されます。令和７年度も納付猶予を希望する人は、送付されたハガキに必要事項を記入して返
送してください。
※学生証などの写しの添付は不要ですが、学校などが変更した場合は住民環境課にて改めて申請してください。

空き家問題解決無料相談の５月開催の案内について
　町では、サテライト空き家相談事業として空き家に関しての悩みがある人などを対象に個別相談を開催しています。
無料相談を希望する人は、建設課までお問い合わせください。

【対象者】
　町内空き家所有者など
　（空き家所有者、今後相続などにより空き家の所有者になりそうな人、現在の住まいが空き家となる心配のある人など）

【日時・場所】
５月 15日（木）13時～ 16時　町役場３階第４会議室にて開催します。

【予約】
　事前予約が必要です。受付期間は４月 30日（水）までとなりますので、平日９時から 17時までに電話または建設課窓
口にて予約してください。

建設課　☎32-5081
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